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提案理由  

国に対し、憲法第９条の改悪をやめるよう強く求める。  

これが、本案を提出する理由である。  



憲法第９条の改悪をやめるよう求める意見書  

 

安倍首相は、憲法第９条に自衛隊を明記する「加憲」での改憲原案を国会

に「提案していく」との意思を表明している。  

「９条の１項・２項はそのまま残し、自衛隊を書き加えるだけだから、こ

れまでと変わらない」と発言しているが、これでは「陸海空軍その他の戦力は、

これを保持しない」とする第２項とは矛盾することになり、事実上第２項は死

文化してしまうことになる。集団的自衛権を付与した自衛隊を憲法に明記する

と、合法的に無制限に海外へ出て行くことができるばかりか、武力行使も可能

とされるのである。戦争を放棄した憲法第９条は、９条でなくなることになる。

これまで「１人も外国人を殺さず、１人も戦死者を出さずにきた」自衛隊員は、

戦闘に巻き込まれ、「殺し、殺される」現実の危険が迫るのである。  

そもそも、国民は今、憲法第９条を変えてほしいとは願っていない。本年

１０月２５日の朝日新聞によれば、「安倍政権の憲法９条改正」に「反対」が

４５％、「賛成」が３６％で、反対が上回っている。  

立憲主義に立つ日本国憲法は、「国民が国家をコントロール」することが

前提である。「改憲が必要だ」と多くの国民が望んで、初めて議論されるべき

であり、政権与党が上から「改憲が必要だ」と国民に押しつけるのは筋違いで

ある。  

本年１０月の衆議院選挙の結果、自民・公明の政権与党が全議席の３分の

２を占めたことから、「安倍政権は信任された」として改憲へ突き進もうとし

ているが、改憲が選挙争点になったわけではない。各種調査では、安倍首相の

続投を「望まない」が５１％（１８日発表の朝日新聞社世論調査）、安倍首相

を「信用していない」が５１％（２２日実施の共同通信社出口調査）となって

おり、安倍政権に全てを白紙委任したものではないことを示している。  

よって、本市議会は国に対し、憲法第９条の改悪をやめるよう強く求める

ものである。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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